
相
　
談

お
知
ら
せ

  

年
金
の
受
給
者
が

  

亡
く
な
ら
れ
た
と
き
は
？

▼
年
金
を
受
け
る
権
利
は
、
本
人

が
死
亡
す
る
と
な
く
な
り
ま
す
。

年
金
を
受
け
て
い
る
人
が
亡
く
な

ら
れ
た
と
き
は
、「
年
金
受
給
権
者

死
亡
届
」の
提
出
が
必
要
で
す
。

【
届
出
に
必
要
な
も
の
】

亡
く
な
ら
れ
た
人
の

①
年
金
証
書

②
死
亡
の
事
実
を
確
認
で
き
る
書

類（
住
民
票
な
ど
）

※
届
出
が
遅
れ
る
と
、
年
金
を
多

　
く
受
け
取
り
す
ぎ
て
、
後
で
返

　
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ

　
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

　
く
だ
さ
い
。

▼
亡
く
な
ら
れ
た
人
が
ま
だ
受
け

取
っ
て
い
な
い
年
金
（
未
支
給
年

金
）
が
あ
る
と
き
は
、
遺
族
か
ら
の

請
求
に
よ
っ
て
、
亡
く
な
っ
た
月

分
ま
で
の
年
金
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

　
請
求
で
き
る
遺
族
の
範
囲
・
順

位
は
、
年
金
を
受
け
て
い
た
人
の

死
亡
当
時
、
そ
の
人
と
生
計
を
同

じ
く
し
て
い
た
、
配
偶
者
・
子
・

父
母
・
孫
・
祖
父
母
・
兄
弟
姉
妹
・

そ
の
他
３
親
等
内
の
親
族
で
す
。

【
請
求
に
必
要
な
も
の
】

①
請
求
者
の
戸
籍
謄
本

②
請
求
者
が
年
金
を
受
け
て
い
た

　
人
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た

　
こ
と
が
わ
か
る
書
類

③
請
求
者
の
通
帳
の
写
し

④
印
鑑

問 

市
民
課  

国
保
年
金
係
（
☎
０

９
７
８-

62-

1
8
0
6
）、
別
府
年

金
事
務
所
（
☎
０
９
７
７-

22-

５

１
１
１
）

  

東
京
在
住
の
学
生
の

  

ご
家
族
の
皆
さ
ん
へ

　「
お
お
い
た
学
生
ネ
ッ
ト
」
は
、

首
都
圏
で
勉
学
に
励
む
大
分
県
出

身
の
学
生
を
支
援
し
て
い
る
団
体

で
す
。
こ
の
度
、
上
京
間
も
な
い
大

学
生
の
皆
さ
ん
を
応
援
す
る
た
め
、

大
分
県
出
身
者
が
集
う
在
京
大
分

県
人
会
総
会
・
懇
親
会
で
仲
間
づ

く
り
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。
お

気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】　
5
月
20
日
㈯
11
時
～
14

時（
10
時
30
分
開
場
）

【
場
所
】
　
グ
ラ
ン
ド
プ
リ
ン
ス
ホ

テ
ル
高
輪
　
地
下
１
階
「
プ
リ
ン

ス
ル
ー
ム
」(

Ｊ
Ｒ
品
川
駅 

高
輪
口

か
ら
徒
歩
約
10
分)

【
会
費
】
　
学
生
無
料

【
申
込
方
法
】
　
氏
名
・
出
身
市
町

村
・
出
身
高
校
・
大
学
学
部
・
年

齢
を
明
記
の
う
え
、
メ
ー
ル
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
■申 

お
お
い
た
学
生
ネ
ッ
ト
事

務
局（
☎
0
9
0‐

8
5
7
9‐

3
7

8
4
）（
o

ita
g

a
k
u
se

i@
o
ita

.

z
a
q
.jp

）

  

日
赤
の
活
動
資
金
に

  

ご
協
力
く
だ
さ
い

　
日
本
赤
十
字
社
で
は
、
5
月
を

中
心
に
赤
十
字
会
員
増
強
運
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。
皆
様
か
ら
お
寄

せ
い
た
だ
い
た
会
費
は
、
災
害
救

護
な
ど
の
赤
十
字
活
動
に
活
用
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
自
治
会
の

ご
協
力
の
元
、
会
費
の
お
願
い
を

い
た
し
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
ま
た
、
有
功
章
の
募
集
も
行
っ

て
お
り
ま
す
。
ご
寄
附
い
た
だ
い

た
方
に
は
、
税
制
上
の
優
遇
措
置

の
ほ
か
表
彰
制
度
も
あ
り
ま
す
。

問 

日
本
赤
十
字
社
大
分
県
支
部

杵
築
市
地
区
事
務
局
（
☎
０
９
７

7-

75-

2
4
0
5
）

 

人
権
な
ん
で
も
相
談
所
開
設

　
杵
築
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
と

大
分
地
方
法
務
局
杵
築
支
局
は
、

6
月
1
日
の
「
人
権
擁
護
委
員
の

日
」
の
取
組
み
と
し
て
無
料
相
談

所
を
開
設
し
ま
す
。
秘
密
は
厳
守

さ
れ
ま
す
。

【
日
時
】　
6
月
1
日
㈭
10
時
～

【
会
場
】　
き
つ
き
生
涯
学
習
館
、

山
香
中
央
公
民
館
、大
田
庁
舎

【
相
談
内
容
】　
身
の
回
り
の
困
り

ご
と
等

【
担
当
者
】　
人
権
擁
護
委
員
、
法

務
局
職
員

問 

大
分
地
方
法
務
局 

杵
築
支
局

（
☎
０
９
７
8-

62-

2
2
7
1
）

 

こ
こ
ろ
の
相
談
会
（
無
料
）

　
臨
床
心
理
士
・
保
健
師
が
ご
相

談
を
お
聞
き
し
ま
す
。（
匿
名
可
）

【
日
時
】　

5
月
29
日
㈪

【
場
所
】　

杵
築
市
健
康
推
進
館

【
相
談
内
容
】　

仕
事
の
ス
ト
レ
ス
、

病
の
こ
と
、
家
庭
の
悩
み
（
子
育
て
、

介
護
、不
登
校
…
）な
ど

◎
要
予
約(

先
着
4
名
ま
で)

問
■申 

健
康
長
寿
あ
ん
し
ん
課
（
☎

0
9
7
8-

64-

2
5
4
0
）

 

平
成
29
年
度 

県
立
聾
学
校

 

乳
幼
児
教
育
相
談
士
日
相
談

　「
大
き
な
音
が
し
て
も
び
っ
く

り
し
な
い
」「
こ
と
ば(

発
音)

が

は
っ
き
り
し
な
い
」
な
ど
、
乳
幼
児

の
お
子
さ
ん
の
き
こ
え
や
こ
と
ば

問‥問い合わせ先／■予 ‥予約先／■申 ‥申込先／F‥FAX番号

　3月23日に第1回目の栽培実習が行われ、薬用植物基礎

講座の受講生など55人が参加しました。実習では、2年間の

実験栽培を経て選ばれた2種類の植物を、様々な作付方法

で試験栽培します。この実習は年末まで行われる予定です。

薬用植物の栽培実習が開始

農 業

　〈杵築ブランド〉を多くの人に知ってもらうため、3月14日

～23日の間、大分空港で杵築ブランドのフェアを開催。国内

線ターミナルビル2階ロビープラザでブランド認定品を試食

販売し、空港利用者に向けてブランド商品をPRしました。

　また、3月25日には東京都千代田区の「3×3lab future（サ

ンサンラボ フューチャー）」で東京の高感度な消費者・ビジ

ネスパーソンなどを対象に杵築ブランドの発表会を開催し

ました。発表会では和紅茶の専門ブレンダーである岡本氏

（和紅茶専門店 紅葉～くれは～代表）による「きつき紅茶」

のワークショップや杵築の食材を使ったビュッフェスタイル

の大交流会のほか、杵築市に居住経験のある石丸謙二郎氏

をゲストに招き、永松市長と杵築の魅力を語るトークショー

も催されました。

市外・首都圏に向けて〈杵築ブランド〉をPR

イベント

　3月23日、市と杵築市シルバー人材センターとで「空き家等

の適正な管理の推進に関する協定」を締結しました。管理の

行き届いていない空き家の所有者に、センターが行う草刈り

などの業務を市が紹介し、空き家の適正管理を推進します。

「空き家等の適正な管理の推進に関する協定」を締結

協 定

　木村さんは九州・沖縄地区青年農業者会議においてプロジェ

クト発表の部代表に選出され、第56回全国青年農業者会議に

出場。「ヒートポンプでハウスみかん産地再生！～ハイブリッド加

温で一石三鳥！～」と題した発表で優良賞に選ばれました。

木村知雄さん（守江）が全国青年農業者会議で優良賞
きむら　ともゆう

表 彰

　永年にわたり人権擁護委員として活動された功績が認められ、

元人権擁護委員の川村さんと廣本さんが法務大臣から感謝状

を贈られ、4月18日に市長室で伝達式が行われました。川村さん

は12年3か月・廣本さんは12年にわたって委員を務められました。

川村愛子さん（東溝井）・廣本征夫さん(永松)に感謝状

表 彰

かわむら あいこ ひろもと　いさお

杵築まちかど瓦版

大分空港での杵築フェアの様子

東京発表会〈トークショー〉東京発表会〈大交流会〉

債務関係
（常時無料）

一般民事
（毎週月曜日）

交通事故
（常時無料）

古庄総合法律事務所弁護士法人

>>>> 杵築裁判所となり>>>> なんでもご相談ください

＜要予約＞営業時間9：00～17：00　杵築市大字杵築1318番地

無料法律相談も充実！

詳しくはインターネットで検索 ください ! !

0978-64-0808
その他の相談は有料となります

ホームページ  http://www.kosholaw.com

お問合せ・お申込み (受付時間／午前9：00~午後6：00)

〒879-1502　日出町藤原5708-3℡ 0977-72-8336
見 学・相 談 随 時 受 付 中

■ 介護老人福祉施設

■ ショートステイサービス

■ 居宅介護支援事業所

■ 通所介護（デイサービス）

■ 訪問介護（ホームヘルプ）

■ 訪問看護ステーション

■ サービス付き高齢者向け住宅

■ 配食サービス／介護タクシー

■ 障がい者グループホーム

■ 障がい者相談支援センター

社会福祉法人  暘谷福祉会

高齢・障がい者福祉施設暘谷苑
よ う こ く え ん
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